
「備品等の貸出申込書」 
NPO 法人 まち・川づくりサポートセンター 理事長 後藤 登 様 
下記のとおり貸出を申し込みます。 

   平成  年  月  日 
ふりがな ご住所：〒 

 お名前 
                        
貸出できる方（下記番号を記載。：   ） 
① 滝川地区広域消防組合との協定に基づく場合〔無料〕 
② 当NPOで養成した有資格者が、当NPOの許可を得て行うスキルアップや指導者同士の交流を目的する場合〔無料〕 
③ 当NPOが養成した指導者が、他団体が主催する事業に指導者などで参加する場合〔有料〕 
④ その他、特に理事長が認めるとき。〔有料・無料〕 

■注 意：私用目的や他団体事業への貸出しは有料・無料にかかわらず一切行わない。 
電話番号： 
FAX： 
e-mail： 
確実な連絡先（携帯電話等）： 
貸出しを申請するもの 

 
 
 

使用目的： 
使 用 日： 
使用場所： 
貸出希望期間（最大１０日間）：   年  月  日（貸出日）~   年  月  日（返却日） 
受取方法：貸出先 滝川地区地域防災施設 

まち・川づくりサポートセンター 事務局長 岩井良道 電話・FAX０１２５－２４－０９８９ 
□受取日：  年  月  日  時頃 □返却日：  年  月  日  時頃 

・ただし、貸出し中あるいは本NPOで使用が予定されている場合は貸出しができない場合があります。 
 
貸出期間 

受取り 返却の際も期日までに必ず届くようにして下さい。 
注意事項及び貸出し条件 
・借受人本人の責任において使用し、第三者への又貸し等の行為はできません。 
・破損・紛失については、実費を負担して頂きます。（高額のものは、保険等の対応をお勧めします） 
・貸出した資機材は機能等に障害が無いかどうか借り受け時、返却時にご確認下さい。 
・返却時には、E ボート・カヌーなど備品についた泥などの汚れは水洗いをしてご返却ください。汚れが残っている場合は、
その場で洗っていただくこととなります。 

・Eボートやカヌーを始めとする備品等の利用時に事故が発生した場合の一切の責任については負いかねます。 
・E ボートやカヌーを始めとする備品等の利用にあたっては、自己責任を十分自覚した上で、その利用に関する充分知識と経
験を持って行うか経験者などいっしょに若しくは指導のもと利用すること。 
なお、Ｅボート貸出しについては、より安全に使用していただくためにＥボート活動責任者の必要資格が必要となりますの
で、修了証の写しを申込時に提出いただきます。 
 ●RAC認定資格： RACインストラクター1種以上 かつＥボート指導者講習会修了者 
 ●RESCUE３資格： ＳＲＴ１以上 かつＥボート指導者講習会修了者 
 ●一般社団法人ラフティング協会資格： ＲＡＪリバーガイド認定試験合格者 

貸出費用  有料・無料に関わらず発送・返却費用、その他消耗品はご負担下さい。 
上記すべての条件を承諾した上で貸し出しを申請します。 

平成  年  月  日 
氏   名               印 

申込先 
住 所 滝川市西滝川 1番地  滝川地区地域防災施設内まち・川づくりサポートセンター事務局本部 
電 話・ＦＡＸ ０１２５－２４－０９８９  岩井良道 



当NPOの活動でない他団体の川の活動への貸出 ルール 
 
（１） 他団体への貸出しは行わないが、当NPOが養成した指導者が、他団体が主催する事業に指導者

などが支援者及び講師として参加する場合は有料にて許可する。 
 

（２） 貸出備品の種類及び基本料金は下記のとおりとするが、理事長が川の活動の普及活動に特に認

めた場合は、料金を減額することができるものとする。 

 

（３） 利用日のみの料金算出を行い、貸出し期間では算出しない。 

なお、当該料金収入はすべて本NPOの活動の協賛金として扱う。 
 

 

■基本料金の設定 

 
備 品 名 単 位 金 額 備 考 

手づくりカヌー 

艇/日 ２，０００円 パドル 

ただし、作成関係者は無

料 

Eボート 艇/日 ５０，０００円 手押しポンプ・パドル 

ヘルメット・PFD（大人用） １セット／日 ５００円  

ヘルメット・PFD（子ども用） １セット／日 ２００円  

ドライスーツ（大人用） 

着／日 ５，０００円 戻す際に小さな穴が空

いていないかどうか必

ず確認。 

ウェットスーツ（大人用） 着／日 １，０００円  

ウェットスーツ（小人用） 着／日 ５００円  

スコープ（脚付き） １セット／日 １，０００円  

双眼鏡 １セット／日 ５００円  

    

    

    

    

 

※留意点 

その他の備品で料金の定めがない場合は、理事長と相談の上、貸出料金を決定する。 

なお、備品貸出は①～④に定める条件で有料の場合は、小額でも協賛金として請求する。 

 

 


